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研究要旨： 

 安全で安心な社会の形成のためには、社会基盤整備に加えて社会の構成員各人によ

るリスクの認知、リスクの適切な評価、リスクへの対応が不可欠である。本研究では、

①安全教育効果のエビデンスの集積を行うこと、②安全教育効果の評価方法について

検討を行うこと、③安全教育の手法、教育内容等の要件は明らかにすること、④これ

らを踏まえて大学における安全教育プログラムの運用についての提言をまとめること

を目的として実施した。国立大学を対象にアンケート調査を郵送法にて実施し好事例

の収集及び教育プログラムの調査のために聴きとり調査を行った。大学等における安

全教育へのニーズとそれに基づく安全教育プログラムの提案に関する調査として web

アンケート、大学等の安全教育の調査、③安全に関する体系的な教育プログラムの調

査、⑤安全基礎科目シラバス案の試案の作成を行った。労働衛生専門職育成機関にお

ける教育プログラムのカリキュラムを調査・分析した。大学で行われている安全教育

の現状と課題を踏まえ、体験的学習の要素や自主的なリスク認識の涵養の観点を加え

た安全教育カリキュラムについて検討を行った。 

米英の大学における安全管理体制と安全教育の現状調査を行い、日本との比較検討を

行った。安全教育に関する文献的検討を行い、教育手法及びその効果について検討し

た。結果として、ほとんどの大学において安全教育は実施されていること、安全教育

は大学内での教育研究活動のための安全教育と職業倫理、素養や安全文化の醸成とし

ての安全教育に分けられ、後者の安全教育が行われている大学は多くないことが明ら

かとなった。現在、日本において標準となる安全教育のカリキュラムは確立しておら

ず、また教育を実施する教員も不足していることから、カリキュラムの整備、テキス

トや教材等の整備や指導する教員の育成が課題となっていることが今回の研究で示さ

れた。一方、企業など社会からの要求は安全に関係する法令や規格、安全管理のため

のシステム、職業倫理などの技術としての安全に関する知識の習得などが求められて

おり、大学内での教育研究活動のための安全教育では課題とは異なっていたが、リス

クの認知や安全の理論的背景、安全な作業の手順やスキル、リスクアセスメント、物

質等の危険有害性の知識など共通するものも多かった。 

安全に関するモデル的な教育プログラムも見られ、その教育効果も認められてきてい

るが、これらはまだ開発段階であった。欧米ではリスクアセスメントの導入によって

実際的な安全管理のスキルの習得と安全の意義の理解につなげていることが特徴的で

あり、大学へのリスクアセスメントの導入やその指導を行うことの意義が示された。



 4

これらのことを踏まえ、本研究では、大学における安全教育が備えるべき条件を整理

し、ガイドライン試案として作成した。理系文系に関係なく習得することが好ましい

内容のカリキュラムと技術者に望まれるカリキュラムの試案の二つを例として示し

た。社会人として安全に関する素養を習得していることは不可欠であるが、そのため

の大学等の高等教育機関が果たすべき役割について大学等や社会の理解を深めていく

ことが求められていると考える。また、そのための、大学に対する社会や行政の支援

体制の整備も期待したい。 
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 福田 隆文（長岡技術科学大学 システム安全系 教授） 

 大島 義人（東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授） 
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Ａ.背景及び目的 

 安全に関する教育は、企業等の初期研

修に含まれ、また継続的に行われている。

このことは、労働安全衛生法第 59条及び

第 60 条の２にも定められており事業者

がその義務として行っているものである。

しかし、安全な社会の形成とその背景に

ある安全文化が醸成されているとは言え

ない状況にある。 

 安全で安心な社会の形成のためには、

社会の基盤整備が必要であるが、加えて

社会の構成員各人によるリスクの認知、

リスクの適切な評価、リスクへの対応が

不可欠である。しかし、そのために必要

な能力の習得は国民に対して体系的には

行われていない。このことから、これら

の能力の習得、育成において基礎となる

べきものは、学校教育であると考えられ、

教育の中において広く安全への理解を深

めることが求められる。特に、人材育成

としての役割を持つ大学及び高等専門学

校等（以下、大学等）において安全に強

い人材の育成を図ることが安全で安心な

社会の形成のために必要となっている。 

 このことから、本研究では、①安全教

育効果のエビデンスの集積を行い大学等

における安全教育の実態を把握すること、

また安全教育における好事例を収集し、

公開することで大学における安全教育の

普及を図ること、②安全教育効果の評価

方法については、未だコンセンサスの得

られた方法はないことからの効果評価の

ための指標等の検討を行い、継続的に安

全教育の向上を図るための評価方法を開

発すること、③安全教育の実施にあたっ

てその教育手法、教育内容等の要件は明

らかとはされていないことからこれまで

の知見の集積と分析を行い安全教育実施

に求められる要件を明らかにすること、

④これらの結果を踏まえて大学における

安全教育プログラムの運用についての提

言をまとめ、社会に対して発信すること

を目的として実施した。 

 初年度である平成 24年度は、①高等教

育機関での安全教育の実態調査、好事例

の収集として、大学に対する聞き取り調

査、加えて大学等における安全教育に対

する企業からのニード及び企業での安全

教育の実態についても聞き取り調査を行

なった。②大学在校生の安全教育の効果

の評価として、大学在校生に対する参加

者体験型のプログラムを試行し、その短

期的効果について検討を行った。③大学

の工学系学部における安全に関する科目

の調査を行い、その実態を調査した。④

大学等を卒業しすでに就業している社会

人に対して、大学在校中に受けた安全教

育に対する評価と社会人になって考える

大学における安全教育に対するニードの

調査を行った。⑤安全のキーマンとなり

うる者として労働衛生の専門職があり、

これについては専門職の育成が複数の大

学で行われていることから、これらの大

学におけるカリキュラム等の調査を行い、
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安全に関する教育の実態を調査した。⑥

国際化への対応を考慮し、また欧米の大

学における安全教育の好事例を収集した。

⑦安全教育の評価についての知見の集約

のために、文献調査を行い、本年度は教

育手法の分類とその評価を行った。 

 平成 25年度は、①平成 24年度に引き

続き高等教育機関での安全教育の実態調

査、好事例の収集、企業における大学等

における安全教育への期待の聞き取り調

査を行った。②在校生への安全教育とし

て化学物質をテーマにリスク認知を考慮

した教育プログラムの試行を行った。③

専門教育における安全教育として農学部

のフィールドに注目した実態の調査を行

った。④欧米の大学における安全教育の

実態調査の結果、教育の主体はリスクア

セスメントであることを踏まえて日本の

大学におけるリスクアセスメントの導入

にあたっての課題を欧米と比較しつつ検

討した。⑤日本における大学の安全教育

に関する文献調査と関係団体の動向を調

査し研究及び施策の方向性を検討した。

⑥これらの調査結果を検討し、日本の大

学等における安全教育のであることから

大学等における学生の安全教育のための

ガイドラインの草案を作成した。 

 平成 26年度は、①平成 25年度に引き

続き、大学における安全教育としの好事

例の収集のための聞き取り調査を行った。

②企業から見た安全教育に対する認識及

び要望に関する聞き取り調査及びフォー

カスグループディスカッションを行った。 

また、企業からの聞き取り調査の結果を

受けて模擬体験教育のための装置を作成

し、学生への模擬体験教育のインパクト

について調査した。③専門職に対する教

育として、現在行われている大学等での

安全教育が実務上の有効性について調査

し、加えて④労働衛生職に対して実務上

必要となる労働安全に関する知識技能の

調査を行った。⑤欧米の大学における安

全教育について平成 25 年に引き続き調

査及び検討を行った。⑥在校生に対する

教育の効果についての検討のために、体

験型、OJT 型の実験教育によって化学物

質の扱いと安全意識との関係性を明らか

にするために構造式から危険有害性評価

する能力の育成について検討した。 

 

Ｂ.研究方法 

１．大学等における安全教育の実態に関す

る調査 

 国立大学を対象に郵送法によるアンケ

ート調査を郵送法にて実施した。その結

果を受けて、好事例の収集及び教育プロ

グラムの調査のために聴きとり調査を行

った。 

２．大学等における安全教育へのニーズと

それに基づく安全教育プログラムの提案に

関する調査 

 本研究では、①現に就労している者へ

の webアンケート、②大学等で行われて

いる安全教育の調査、③安全に関する体
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系的な教育プログラムを有する大学の訪

問調査、④企業等の安全担当者に対する

大学での教育に対する要望の調査、⑤体

感装置の試作、⑥安全基礎科目シラバス

案の試案の順に研究を進めた。 

① 調査対象を企業の生産現場で作業

に従事している者 200名、企業で安

全管理等に従事している者 200 名

を web 調査会社による二段階抽出

によるアンケート調査で実施した。 

② 理系学部のある大学のHPよりシラ

バス検索による安全及びその評価

に関する授業科目の収集と分類を

実施した。 

③ 先進的な安全教育を行っている大

学等の訪問によるカリキュラムの

聞き取り調査を実施した。 

④ 中央労働災害防止協会及び同協会

の「グッド・セーフティ・カンパニ

ー登録事業場」の内から特に安全に

積極的な取り組みを行っていると

して紹介された企業に対して、大学

等における安全教育への要望につ

いて聞き取り調査を実施した。特に、

危険に対する感受性の世代差につ

いて及び社内における安全教育の

実態について調査することとした。 

⑤ 巻き込まれ体感装置を作成し、これ

によるデモンストレーションに参

加した学生の意識調査を行った。対

象数は６名であった。 

⑥ 安全に関係する専門職及びコンサ

ルタント１２名によるフォーカス

グループディスカッションを行い、

シラバスのモデルについて検討し

た。 

３．労働衛生専門職の育成プログラムにお

ける安全教育に関する調査 

 労働衛生専門職育成機関における教育

プログラムについてそのカリキュラム文

書を収集して、内容を調査・分析した。

また、その教育内容から好事例を抽出し、

当該教育担当者へのヒアリング調査を行

い、当該講義・実習の詳細な情報を収集

した。 

 また、大学教育における安全教育が労

働衛生の実務に有用であったかを、既卒

者を対象に聞き取り調査を行った。同様

に、大学における労働衛生専門教育にお

いて安全に関する教育で必要と考えられ

るテーマについて聞き取り及びフォーカ

スグループディスカッションにて抽出を

行った。 

４．専門職育成プログラムにおける安全教

育に関する実態調査 

 教育の中で現場実習が比較的多く、実

際の労働環境に近い実習を含む領域とし

て農学を取り上げ、国立大学農学部と県

立農業大学校を対象とし、それらの機関

で安全衛生管理を行っている部署に所属

する専門スタッフ又は教員、および安全

に関する教育を行っている教員に対して

安全教育の目的や目標、意義、教育手法、

評価方法、教育内容や時間などについて
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半構造化面接法で聞き取りを行った。 

５．高等教育機関における効果的な安全教

育プログラムのあり方 

 大学で行われている安全教育の現状と

課題を踏まえ、体験的学習の要素や自主

的なリスク認識の涵養の観点を加えた安

全教育カリキュラムについて検討を行っ

た。具体的には、体験型手法を取り入れ

た安全教育手法の実施例として、講義、

学生実験、講習会のそれぞれについて、

参加者体験型のプログラムを提案し、実

際に大学の講習や講義において試行的に

実施した。また、大学の実験研究におけ

る化学物質と安全意識との関係性につい

て、実験現場の研究者や学生を対象とす

るアンケートや実測を行い、安全意識や

取り扱い行動との関係性に関するデータ

を取得した。 

６．米英の大学における安全管理体制と安

全教育の現状調査 

 米国の大学のうち、連絡がとれた 15の

大学の EHS Office の責任者に大学の安

全管理体制について訪問調査を行いたい

旨の依頼を電子メールで行い、承諾を得

られた 12大学を調査の対象とした。 

 調査内容は EHS Office の構成人数と

任務および安全管理の体制、安全教育の

実施方法と内容、大学のその他の安全管

理のための取り組みとした。 

 同時に、 在米日本人研究者・留学生を

対象とした安全管理と安全教育に関する

評価のインタビュー調査を実施した。対

象は訪問した大学に在籍する日本人研究

者・学生のうち在米期間が 3 カ月以上か

つ 10 年未満で化学系またはバイオ系の

研究に従事している方を対象とした。 

 英国の大学における安全管理体制と安

全教育の現状調査では、英国の大学のう

ち承諾を得られた 12 大学を調査の対象

とし米国の場合と同様の聞き取り調査を

行った。聞き取りの結果、英国の大学に

おけるリスクアセスメントを通した安全

教育が特徴的であることから School of 

Environment and Technology の学部学

生を対象にアンケート調査を行い、リス

クアセスメントと安全に関する意識の関

連について検討した。 

７．安全教育に関する文献的検討 

 文献データベースとして PubMed、

Web of Science を用いて、「 Safety 

education」「University」をキーワード

に検索し、タイトル及び抄録内容から大

学における安全教育について検討した文

献を収集し、教育手法及びその効果につ

いて検討した。更に、日本における大学

の安全教育についてデータベースを

J-stage及び CiNiiとして「大学」および

「安全教育」をキーワードとして検索を

行い、同様に教育手法及びその効果につ

いて検討した。 

８．倫理面への配慮 

 特に個人情報は取り扱わないが、疫学

倫理指針にしたがって、研究を行った。 
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C.研究結果及び考察 

１．国立大学法人の安全教育の実態に関す

る調査 

 平成 24年度の研究では 5つの大学及び

4つの企業の安全担当に対して、大学等の

安全教育についての実態と期待について

聞き取り調査を行った。 

 その結果、大学等における安全教育は、

大学での活動の安全確保を目的としたも

のが実施されており、研究に密接に関連

した項目についての実施されていた。し

かし、企業から見た場合、新入社員の安

全に関する知識スキルへの期待は高くな

く、大学で行っている安全教育は企業の

ニーズに適合していないことが示唆され

ていた。 

 安全に強い人の定義として、概念的に

はリスクの認知とリスクへの対処として

理解されていたが、具体的な能力につい

てのコンセンサスは得られていないこと

から、安全に強い人の定義を明確にする

ことが課題として残る。人材の育成につ

いては、企業では体験型研修や KY 等が

有効を考えられ、これらの研修が実施さ

れているが、大学では研究室におけるガ

イダンス、OJT に依存していると考えら

れていた。大学における安全衛生教育は

大学内での活動に関する事故災害を防止

するためのいわゆる安全講習会と安全に

関する素養の習得を目的にした安全教育

に分けることができる。そのため、平成

25年度は国立大学法人における安全教育

の実施状況及びその手法について実態を

把握することを目的に 87 国立大学法人

に対して質問紙法を用いて調査し、好事

例と考えられた大学に対して訪問による

聞き取り調査を行った。 

 回答は 61校から得られ、結果として理

系学部では、安全教育はカリキュラム中

に組み込まれる傾向にあること、文系学

部では実施していないとする大学も 15％

に認められたこと、大学院では、主な教

育の場は研究室であることが確認された。 

 安全教育の方法の多くは講義形式であ

ったが、教育のテーマによっては実習ま

たは体験教育、デモンストレーションま

たは施設見学が行われ、安全教育におい

て理解の促進やインパクトを与えるよう

に工夫がされていた。しかし、グループ

ワークなど思考力、論理力等を育成する

手法の取り込みは多くなかった。 

 安全に関する人材育成の教育は、16大

学で実施されていた。主に防災、エネル

ギー問題、教職課程を対象に行われてい

たが、実験室の安全確保をテーマとする

科目の開講、学部学生及び大学院共通科

目の開講、教養課程におけるゼミナール

等の開講している例があった。安全衛生

の専門教育を行う大学院課程 1 校もあっ

た。これらの特徴的な授業においては、

授業内容、方法にも工夫が見られ、理解

の促進と実践力の育成の試みが行われて

いた。また、安全講習においても安全に

ついての素養やスキルの習得が期待でき
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安全教育としての意義も持っていると考

えられた。 

 教育の機会については①教養課程の学

生を対象とした基礎教育②博士課程等の

学生を対象にした実践力養成教育③卒業

までに実践力・マネジメント力を育成す

る体系的教育の3パターンに類別された。

①については講義・実技形式では受講者

数上限は 300 名程度と考えられたが、教

材の工夫および ICTの活用等により、多

人数でも一定の教育効果をもたらす可能

性が示唆された。また③における教養課

程から専門・博士課程までの一貫した体

系的教育は、今後の大学における安全教

育のモデルになると考えられた。教育内

容・方法としては、受講者参加型の講義

が多く、またヒヤリハット事例等を題材

とした Project Based Learning(PBL)を

採用している講座が多数認められた。な

お、実習としてはリスクアセスメントや

マネジメント等の技術対策が多く、危険

体感などに関する実習は少ない傾向であ

り、教材や教育手法の開発が今後の課題

であると考えられた。教育の評価として

は、教育後や卒後の安全行動・意識の変

化等が検討された例は多くはなく、安全

教育の効果測定方法の開発やその実施が

今後の課題であると考えられた。 

 社会人に必要な安全管理の知識や実践

力を大学をフィールドとして教育するこ

とは、卒後の危険感受性の向上や安全リ

テラシーの醸成に有用であることが示唆

された。 

 そのために教育側の人材育成や好事例

の水平展開等が必要であり、教育カリキ

ュラム開発の工夫や資格制度との連動等

の工夫も必要であると考えられた。 

２．大学等における安全教育へのニーズと

それに基づく安全教育プログラムの提案に

関する調査 

 就業前の最終教育でどのような教育や

知識修得、感受性の涵養が求められてい

るか、つまりニーズの調査として、現に

就労している者へのアンケート、企業で

のヒアリング調査を行うと共に、現に行

われている教育の調査を行った。その結

果、危険への感受性の低下の指摘は広く

認められた。しかし、大学卒等の者の就

業後の業務が設計、計画、管理が中心で

あることを考慮すると、労働安全衛生法、

安全工学の基礎知識が求められているこ

とが分かった。一方、大学での講義科目

等からはこのような科目は十分ではない

ことも明らかになった。これらの点を踏

まえ、巻き込まれ体感装置の試作と学生

へのデモ及び特定分野によらない企業で

安全に関する業務を行う上で知っておく

べき安全の基礎知識をまとめた結果、科

目シラバス案として①災害統計、判例、

事故事例、②リスクアセスメント、リス

ク低減、③マネジメント能力、④企業、

組織体制、資格、⑤労働安全衛生法、規

格、日本と世界、法令、⑥技術者倫理、

企業倫理、⑦まとめ － 安全と経営は背
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反ではない－の７つのテーマが抽出され

た。これは、命題『将来の産業を支える

若者に対し、企業経営においては安全の

確保が重要であることを認識させること

が必要である。また、若者の危険への感

受性が低くなってきていることから、大

学や高等専門学校において、産業界と連

携しながら、就業前教育としての安全教

育を実施し、若者のエンプロイヤビリテ

ィを高めることが必要である。』に対する

基礎調査とシラバス案の提案である。 

 ただし、検討の際に忘れてはならない

点として、大学等高等教育を受けた者が

主に従事する業務と作業者の業務とは違

うことが上げられる。一般には、大学・

高専を卒業した者は、安全を含めた管理

面に従事することが多い。その際にも、

危険への感受性が必要な事は論を待たな

い。しかし、それだけではなく、危険源

の同定、リスクの見積を理論的に行うこ

とも求められる。危険への感受性だけで

はなく、それぞれの分野のリスクに関す

る体系だった知識とその応用力を身につ

けなければならず、機械安全で例示すれ

ば、安全設計とリスクアセスメントの原

則を中心とした体系を修得しておく必要

がある。工学部、工学研究科における安

全基礎科目のカリキュラムを検討する際

にも、体感教育などの危険への感受性を

高めることを主眼とした教育とこのよう

な体系的な知識と応用力の教育とを組み

合わせることが求められる。 

３．労働衛生専門職の育成プログラムにお

ける安全教育に関する調査 

 労働現場で労働安全衛生に専門的に関

わる「労働衛生」専門職の育成プログラ

ムにおいて提供されている安全教育の実

態を調査・分析では、学生向け及び医師

向け教育プログラムはそれぞれ４件を調

査した。いずれのプログラムにおいても

安全に関する教育内容が含まれており、

教育内容を大別すると、①労働安全に関

する学術的内容、②労働安全管理体制や

それらに関する法規に関する内容、③労

働安全に関係する人間の行動特性や疾病

に関する内容、④労働安全の実務的・具

体的な知識・経験に関する内容、⑤労働

安全と労働衛生の両方に関連する内容、

⑥直接的な労働者の安全ではなく、労働

サービスを受ける消費者の安全を守るた

めの内容、⑦大規模自然災害や感染症に

対する危機管理に関する内容、⑧労働災

害や急性の健康障害が発生した際の対応

方法に関連した内容の８つに分類された。 

 ヒアリング調査では、教育により安全

意識・感性を高めることを目的として体

験型・参加型の教授法が導入されている

ことが確認された。 

 労働衛生専門職が就労後の実務におい

て必要とする『労働安全』に関する知識

や技能について実態調査では、労働衛生

専門職が、実務において使用した経験の

ある及び必要性が高いと考える『労働安

全』に関する知識・技能は、『労働衛生』
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や『医学』との関連性が高いものと、発

生頻度の高い事項に大別された。また、

『労働安全』に関する知識や技能の重要

性については、「重要である」と認識して

いた。一方、33％の回答者が、これまで

に『労働安全』に関する教育を受けた経

験がないと回答しており、専門職教育に

おける『労働安全』教育のカリキュラム

の整備などが求められる。 

４．専門職育成プログラムにおける安全教

育に関する実態調査 

 専門職教育における安全教育について

は、エンジニアのみならず、フィールド

での活動が多く、労働災害（農作業災害）

が多いとされる農業技術者においても重

要である。そのため、農業分野の高等教

育機関で提供されている安全に関する教

育の内容や量について聞き取り調査を行

った。 

 大学農学部における安全教育は、学部

全体に対して行われる総論的な安全ガイ

ダンスと、各講座で行われる各論的な安

全教育で構成されており、各講座で行わ

れる安全教育は研究活動における安全確

保を主目的としたものが多く、その内容

を統括的に管理することが困難であるこ

とがわかった。また、大学では卒後の就

労先も多岐にわたるため、就労後を想定

した各論的な安全教育の実施が難しいと

いう特徴も示唆された。 

 農業大学校における安全教育は、個々

の農作業に関連する事項に特化しており、

特に農作業機械の安全な取り扱いに重点

が置かれている。農作業機械に関する安

全教育は、当該機械の免許・資格取得を

前提として行われており、農業大学校の

ように就労先がある程度限定される場合

は、就労後を想定した各論的な安全教育

の実施が可能であり、必要性も高いこと

が示された。一方で、農業における総論

的な安全教育はあまり扱われていないこ

とが示唆された。 

 卒後の進路選択範囲の大小によって、

高等教育機関で取り扱われる安全教育の

範囲も総論的または各論的になることが

示唆される。この点は高等教育機関にお

ける有効な安全教育プログラムを検討す

る上で、考慮すべきであることが指摘さ

れた。また、安全教育の好事例としてリ

スクアセスメントなどの学内安全衛生活

動に、学生を参加させる手法が挙げられ

た。 

５．高等教育機関における効果的な安全教

育プログラムのあり方 

本研究では、大学で行われている安全教

育の現状と課題を踏まえ、単なる知識の

伝達にとどまらず、体験的学習の要素や

自主的なリスク認識の涵養の観点を加え

た安全教育カリキュラムについて検討を

行った。具体的には、体験型手法を取り

入れた安全教育手法の実施例として、講

義、学生実験、講習会のそれぞれについ

て、参加者体験型のプログラムを提案し、

実際に大学の講習や講義において試行的
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に実施した。また、大学の実験研究にお

ける化学物質と安全意識との関係性につ

いて、実験現場の研究者や学生を対象と

するアンケートや実測を行い、安全意識

や取り扱い行動との関係性に関するデー

タを取得した。構造式から判断される危

険有害性評価に関する解析の結果、学年

が上がるにつれて、危険有害性を構造と

結び付けて想起する能力が高まり、また

総合的な危なさをより幅広い危険有害性

と結びつけて考えるようになる傾向を確

認した。化学物質の構造と危険有害性と

の関係に関する体系的な学習が、化学物

質の危険有害性に関する知識の獲得や感

性の醸成に有効であるとともに、OJT

（On-the-Job Training）的実践教育によ

って様々な知識を化学物質の危険有害性

の予測に結びつけるための教育上の方法

論を整備することが、化学物質の危険性

意識の醸成に繋がるより実効的な安全教

育手法として重要であることを示した。 

６．米英の大学における安全管理体制と安

全教育の現状調査 

 結果として、米国の 12大学では、米国

の各大学には環境安全衛生管理室

（Environ- ment, Health and Safety 

Office: EHS Office）が置かれ、学生数（大

学院生を含む）10,000人以上の大学では

35 人～70 人規模のスタッフが配備され

ており、学生数（大学院生を含む）10,000

人未満の大学でも EHS Officeに 15～20

名のスタッフが配備されていた。安全教

育に関しては、放射性物質、レーザー光

線、バイオセーフティ等に関する 10~30

人前後の規模の少人数講義の他、すべて

の大学で e-ラーニングによる安全教育が

実施されていた。訪問先の米国の大学に

在籍する日本人研究者・留学生 52人を対

象としたインタビュー調査の結果でも米

国の大学に e-ラーニングを中心とした安

全教育は概ね高い評価を受けていた。 

一方で、英国の 5 大学では、各大学に安

全衛生管理室（Health and Safety Office: 

H&S Office）が置かれていたが、米国の

EHS Office とは対照的に英国の H&S 

Office の専属スタッフの人数は 5～21 名

と少なかった。しかし、英国で訪問調査

した 5 大学では、いずれも工学部、理学

部、医学部など危険有害作業に関わるこ

との多い部局には安全管理者（Safety 

Officer）が置かれ、部局単位での安全管

理および安全教育が施行される体制が基

本的にとられていた。英国の大学の安全

教育で特徴的であったのは、学生を含め

自ら行う研究におけるリスクアセスメン

トを事前に行わせることにより、安全確

保を図っている点であった。そこで、英

国 の Brighton 大 学 の School of 

Environment and Technology の学部学

生 1107 人を対象にアンケート調査を行

い、学生たちがリスクアセスメントを行

うことで実習・研究における安全確保に

役立つと感じているか、またリスクアセ

スメントを行うことが難しいと感じてい
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るか、さらには大学でリスクアセスメン

トを行うことが大学卒業後にも役立つと

感じているかという点を、第 1 学年から

第 4 学年までの学年別に比較検討した結

果、第 1 学年に対し、学年が上になるに

従い、リスクアセスメントを行うことが

自分の実習・研究における安全確保に役

立っていると感じている学生が増加し、

またリスクアセスメントを行うことが難

しいと感じる学生が減少していることが

示された。さらに、大学においてリスク

アセスメントを行うことが、大学卒業後

にも役立つと感じている学生が、学年が

上になるに従い増加していた。 

７．安全教育に関する文献的検討 

 文献データベースとして PubMed、

Web of Science を用いて、「 Safety 

education」「University」をキーワード

に検索し、最終的に 30篇の文献が得られ

た。文献検索の結果、安全教育の手法と

して、講義形式、グループワーク、ブロ

ジェクト型、混合型の 4 つについて検討

がされていた。講義形式の安全教育有効

性については、知識の系統的理解には有

効であるが、技術・スキルの習得におい

て有効ではないとする報告がされていた。

グループワークに関しては安全教育とし

て有効であると報告されており、特に、

学生が相互に影響をおよぼすことにより

意欲の亢進や学習効果が高まること、構

造的理解が促進されていた。プロジェク

ト型安全教育は、問題解決能力の取得や

協調性の育成に有効とされていた。一方、

プロジェクト型の教育では教員による学

生の支援が必要など運営の負担が大きい

ことが課題とされていた。教育テーマが

大規模災害、危機管理等の場合は、複合

型として異なる分野を専攻する学生を対

象に講義、グループワーク更には実地研

修を組み合わせたプログラムも提案され

ていた。複合型では、各自の専門の拡充

と協調性が向上し、多元的検討が進めら

れるようになるとされていた。目的によ

って適した教育手法が異なることから安

全に強い人材の育成のためには、受講す

る学生の能力、目的に合わせて、講義形

式、グループワーク、プロジェクト型等

の教育手法を組み合わせたプログラムを

企画する必要があると考えられる。 

 日本における大学の安全教育に関する

研究等の現状を調査することとし、加え

て大学の安全管理に関係する団体におけ

る大学の安全教育についての動向も調査

した。文献調査においては、J-stage及び

CiNii を用いて、「大学」および「安全教

育」をキーワードとして検索を行い 40編

が抽出されたが、安全教育の手法や安全

教育のプログラムについて網羅的に検討

しているものはなく、また、安全感度の

向上、リスクの認知、リスクマネジメン

トを検討することを目的とした研究報告

はなかった。 

８．大学等における学生の安全教育のため

のガイドラインの提案 
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 ３年間の研究結果を元に、大学等にお

ける学生の安全教育のためのガイドライ

ンを作成した。 

 大学、学部、専攻などによって必要と

される教育内容は異なることから、単一

の教育プログラムではなく、教育プログ

ラム、カリキュラムの満たすべき要件等

を整理することとした。学部や専門を問

わない基礎教育の例として国立大学協会

「安全教育に関するワーキンググループ」

の作成したカリキュラムモデルと「大学

等における安全教育へのニーズとそれに

基づく安全教育プログラムの提案に関す

る調査」にて作成された安全教育のカリ

キュラム例を専門教育におけるものとし

て例示に加えた。 

 

D．結論 

ほとんどの大学において安全教育は実

施されており、その目的は大学内での教

育研究活動のための安全教育と職業倫理、

素養や安全文化の醸成としての安全教育

であった。前者は広く普及しており、大

学における事故災害防止の必要性の認識

の向上に伴うものと考えられる。一方、

後者の安全教育が行われている大学は多

くない。そのため、後者の安全教育の普

及に関しては大学間で格差がある。 

前者の安全教育は大学内での活動のた

めの教育であるが、基礎となる知識やス

キルは後者の安全教育とは共通する者が

多く、明確に両者を分けることは難しい。

後者の安全教育の目的を達成するために

は、大学内に特化した知識やスキルでは

なく、体系立てた知識の習得、安全に関

する理論的背景の理解、特定の領域に偏

らないスキルの習得、安全教育の効果の

評価などが求められる。 

しかし、現在、日本において標準とな

る安全教育のカリキュラムは確立してお

らず、また教育を実施する教員も不足し

ている。大学における安全教育は業務を

割り振られた教員、安全教育に関心を持

つ学部や専攻、場合によっては安全教育

の必要性を感じている教員のボランティ

ア的な活動によって進められているのが

現状である。安全教育が必要であること

は異論はないところであったが、カリキ

ュラムの整備、テキストや教材等の整備

や指導する教員の育成が課題となってい

ることが今回の研究で示された。 

企業など社会からの要求は安全に関係

する法令や規格、安全管理のためのシス

テム、職業倫理などの技術としての安全

に関する知識の習得などが求められてお

り、大学内での教育研究活動のための安

全教育では課題となりにくいものも含ま

れている。しかし、リスクの認知や安全

の理論的背景、安全な作業の手順やスキ

ル、リスクアセスメント、物質等の危険

有害性の知識など共通するものも多く、

大学での安全のための教育とそれの拡大

や一般化による素養としての安全のため

の教育と連続するものとしての教育カリ
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キュラムが求められていると考えられる。 

現在、横浜国大、長岡科学技術大学な

ど教育カリキュラムに安全をテーマとす

る専攻が設置され、体系的な教育を行っ

ている大学もあるが、安全に関するカリ

キュラムを持つ大学でも必修や選択科目

としての安全にとどまっているのが現状

である。モデル的な教育プログラムも見

られ、その教育効果も認められてきてい

るが、これらはまだ開発段階であり、試

行の意味が強い。 

同様に安全にかかわることも想定され

る労働衛生関連の学部や専攻においても

安全教育は十分とは言えない状態であっ

た。これらの専門職は実務上安全との関

わりは少なくなく、大学教育の中で受け

た安全に関する教育は有効と考えている

一方でその量、内容は十分ではないと考

えていた。いわゆる労働安全と労働衛生

が互いに十分な理解と教育を受けること

は有効であることが示唆された。 

一方、欧米では大学における安全管理

体制は日本より整えられており、安全教

育のためのスタッフの確保もされていた。

このことは、安全を専攻した専門職のキ

ャリアパスの形成もできていることを意

味している。教育の手法については、講

義型と実習型が中心であるが、英国では

リスクアセスメントの導入によって実際

的な安全管理のスキルの習得と安全の意

義の理解につなげていることが特徴的で

あり、工場などとは同じには行えないに

しろ大学にリスクアセスメントの導入や

その指導を行うことの意義が示された。  

内外の大学の安全教育についての文献

的検討では、大学における安全教育はい

まだ試行錯誤の段階にあり、教育の手法

として 4 つのグループに分けられるが、

その有効性については検討が進められて

いる段階であること、またこれらの報告

自体も多くないことが示された。さらに、

大学における安全教育の効果の測定方法

についても追跡調査はほとんどないこと

から、いまだ明らかにはなっていない。  

これらのことを踏まえ、本研究では、

大学における安全教育が備えるべき条件

を整理し、ガイドライン試案として作成

した。理系文系に関係なく習得すること

が好ましい内容について国立大学協会の

ワーキングが作成したカリキュラムと技

術者として理解習得することが望まれる

カリキュラムの試案の二つを安全教育カ

リキュラムの例として示した。 

社会人として安全に関する素養を習得

していることは必要であるが、そのため

の大学等の高等教育機関が果たすべき役

割について理解を深めていくことが求め

られていると考える。また、そのための、

大学に対する社会や行政の支援体制の整

備も期待したい。 
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